
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
制

(

趣

旨

)

一

第
一
条
こ
の
条
冊
げ
は
、
道
路
法
(
昭
和
二
十
七
年
荘
重
病
百
八
十
号
。
以
下
「
怯
」
と
い
う
。
)
第
三
十
条
第
一
一
一
事
告
第
四
↓

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
を
新
設
し
一
又
は
改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
も

の

と

す

る

。

一

(

定

義

)

一

第
二
条
こ
の
条
冊
に
お
い
て
慣
用
す
る
用
語
は
、
波
及
び
道
路
構
造
令
(
昭
和
問
十
五
年
政
令
第
三
官
二
十
号
。
以
下
「
政
令
」

と
い
う
。
)
に
お
い
て
檀
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

道

路

の

区

分

)

一

第
一
二
条
こ
の
条
例
に
お
け
る
道
路
の
区
分
は
、
政
均
第
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
普
当
す
る
級
が
第
三
種
第
三
一
級
の
道
路
(
平
地
部
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
)
は
、
地
形
の
状

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
種
第
五
級
に
医
嘉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

車

線

等

)

一

第
四
条
草
萱
(
副
理
停
車
帯
そ
の
他
規
則
で
定
市
る
部
分
を
除
く

0
)

は
、
車
組
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
ぜ
な
い
。

2

遭
路
の
区
分
及
ぴ
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
寸
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ
、
計
画
主
通
量
が
次
の
衰
の
設
計
基
準
主
適
量
の

欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
道
路
の
車
線
(
付
加
守
重
量
屈
折
車
線

f
i
e
f
-



3 
同
じ
ロ
)

第第前事

の
教
は
、

こ
と
す
る
。

四

l 士山土 I~~ 'f l士出ー平山平山

地地地地地地地地地地
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l

l

1

1

1
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d
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形

九、

0
0
0

区

分

級組級級続議殺級級

設
計
基
準
交
通
量

単

位

一
周
に
つ
き
台
)

種

四

官引E

四

0
0
0

第負存第第第

種

第第

四

程

負高

制自

一四、

0
0
0

第

郎

一。、。。。

部

二三

0
0
0

部

丸、

0
0
0

密R

丸、

0
0
0

笥3

人

0
0
0

" 

大

0
0
0

省B

入、

0
0
0

部

六、

0
0
0

二一、
0
0
0

一o
、
0
0
0

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
こ
の
衰
の

計
基
準
交
通
量
に

O

入
を
策
巳
た
値
を
設
計
孝
抱
平
交
選
定
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路
(
第
二
躍
の
道
路
で
対
向
車
泊
臓
を
誼
け
な
い
も
の
並
び
に
第
三
一
種
第
五
級
耳
ぴ
第
四
種
第
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積

一

第

級

一

一

一

0

1

0

0

2

一

第

一

線

山

一

一

一

一

0

0

0

0
一

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
こ
の
衰
の
=
車
線
当
た
り
の
設
計
基
掌
交
通
量
に

O

ー
六
を
乗
じ
た
値
を
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
鴇
土

量

と

す

る

固

一

一

車
操
(
畳
坂
車
線
、
屈
折
車
組
及
ぴ
輩
通
事
件
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、

次
の
衰
の
車
線
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す

ιも
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
種
第
二
級
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一

級
の
普
通
道
路
い
い
あ
っ
て
は
、
交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
に
O
-
二
五
メ
ー
ト
ル

を
加
え
た
値
、
第
一
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
侃
棋
の
小
型
道
路
又
は
第
二
種
第
一
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他

の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
瞳
か
ら
の
二
五
メ
ー
ト
ル
を
蹴
巴
た
値
と
す
る
こ

と

が

で

き

る

十

立引
級
ア
l
i
l
-

-

小

型

一

普

通

価
税

l
」
l
l

小

型

第

種

第 負修 第

陶

進 Ii重i道 | 遭

路|路 l路|路 j級

一
一
五

三

五

一
一
一
五

-
一
一
五

4 

第

四

区

軍

総

の

帽

員

単

位

メ

J

下

ル

)
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ー

第
五
条
第
一
種
又
は
第
二
種
の
道
路
(
対
向
車
鵡
を
設
け
な
い
道
路
を
除
〈
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
車
線
は
、
在

橿
の
方
向
別
に
分
離
す
る
も
の
と
す
る
。
率
鵡
の
教
が
回
以
上
で
あ
る
そ
の
也
の
道
路
に
つ
い
て
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
且
様
と
す
る
。

2

前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
車
親
の
企
(
畳
要
量
、
屈
折
車
種
善
幸
砲
事
組
の
教
を
除
〈

O

以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
)
が
一
二
以
下
で
あ
る
第
一
種
の
道
路
に
つ
て
は
、
地
揮
の
状
担
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
車
粧
を
往
擾
の
方
向
別
に
金
離
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3

車
躍
を
往
援
の
方
向
別
に
八
万
離
す
る
た
め
必
霊
が
あ
る
と
き
は
、
中
央
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

4

中
央
帯
の
幅
員
は
、
当
語
道
路
の
区
分
に
応
巳
、
次
の
表
の
中
央
帯
の
帽
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
倍
以
上
と
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
長
さ
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ト
ン
耳
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
椅
若
し
く
は
高
架
の
道
届
瓦
は
地
形
の
状
況

そ

の

他

の

特

別

の

理

由

『

仰

い

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

第 第

区

積 種

調官 第 第 第 貨高

四
分

級 級 級 級 続

中

央

管

の

幅

四 員
七
五 五 五

単

位

， 

ト

ル

五 五 五



5 

館第区 E帝には 第 第

四 三

ー謹 誼 極

に

言受

吋?

る

0側一

。口‘

トつ
Jレ，通

)て

五五 衰同

の
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第第韓請 ては

」、隣

三 ー 区 の血り
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， 級
聞 及

4 

基車線 五

小普ノト普小普，]、普卦

遭道謹直蓋道道道

誼組路路路路路路路陪

主 ) 喜に
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μ 

日

る
も
の
の
当
覇
軍
線
の
属
す
る
車
道
の
左
側
に
設
「
る
路
肩
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
卦
に
応
じ
、
次
の
衰
の
車
道
の
左
側
に
設
け

る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
と
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
道
路
の
う
ち
、
長
さ
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の

ト
ン
ネ
ル
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
積
書
L
ミ
は
高
架
の
道
路
工
は
池
落
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
箇
所
で
あ
っ
て
、
大
型
の
自
動
車
の
交
通
量
F
少
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
唾
一
肩
の
幅
員
の

欄
の
下
摘
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で

τる。

1
lト
l

第 第

級 区

四 及ぴ

第

級 験

小 普 小 普

型 通 型 ii 

道 道 道 道 分

路 賂 路 路

2震

道

の

左

側

に

設

け

る

路

五 五 ~ 五 肩

の

帽

貝

単

位

メ

ト

ル

七
五

4 

-
i

書

の

規

定

転

車

歩

行

者

選

又

は

歩

道

U
道

路

で

あ

歩

行

者

又

転

草

の

交

通

の

確

保

必

要

が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
の
左
側
に
置
の
幅
員
は
、
一
二
五
メ
ー
ト
ル
目
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
付
加
追
越
車

韓
、
畳
板
車
線
若
し
く
は
変
速
車
線
を
設
け
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
又
は
地
車
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
つ
い
て
は
、

0
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
?
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
の
劃
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
津
櫨
避
三
種
(
第
五
級
を
除
く
ロ

)
E
F第
四
置
(
第
四
級
を
除
〈
。
)
の
畳
路
の

う
ち
、
災
害
対
策
基
本
法
(
昭
和
一
二
十
六
年
法
律
務
=
百
二
十
=
一
号
)
第
二
条
第
十
号
ロ
に
劃
定
す
る
市
町
村
地
域
防
良
計
画
又

5 

CO829252
ハイライト表示



は
東
日
本
大
震
見
複
興
特
別
区
域
法
(
平
庇
二
之
一
一
年
法
律
第
百
二
十
二
号
)
第
四
十
六
条
第
-
項
に
規
定
す
る
寵
興
華
情
計
画

苦
じ
く
同
津
波
防
庇
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
撞
(
平
成
二
十
一
二
年
法
律
第
盲
二
十
一
二
号
)
第
十
条
第
)
項
に
姐
定
す
る
推
進
計

画
に
記
載
さ
れ
た
津
波
に
聞
す
る
避
離
路
を
い
、
司
以
下
同
じ
。
)
の
う
ち
、
停
車
帯
、
付
加
追
越
車
線
、
畳
担
車
線
工
は
喪
連

事
維
が
置
け
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
草
査
部
幅
員
(
車
曜
の
幅
員
、
路
肩
の
幅
員

E
び
停
車
帯
の
幅
員
を
合
計
し
た

習

を

い

1)
を
八
メ
ー
ト
ル
以
上
確
保
す
る

T
め
に
、
車
置
の
左
団
長
け
る
替
の
幅
昔
、
遭
踏
の
区
在
宅
、
次

の
ま
の
緊
急
避
難
時
に
必
要
な
路
肩
の
幅
員
の
到
の
よ
欄
に
掲
げ
る
植
以
上
と
す
る
も
の
左
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
配
そ
の

値
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
箇
所
に
一
つ
い
て
は
、
同
衰
の
緊
急
避
難
時
に
必
要
な
路
肩
の
幅
員
の
欄
の

T摘
に
掲
げ

る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

第 第

四

区

種 種

第 第 負修 第 第 第

四

観 続 車検 級 級 級

普 普 普 普 替 番多
分

i量 通通 遜 通

道 選 進 選 道 道

路 B省 路 路 路 路

緊急避難時

。 。
必要路肩にな

七 七
五 五 五

幅貝の

単位

メ

ト
ル

O 。O O 。。
亙 五 五 ヨま 主 五

6 

車
道
の
右
側
に
設
け
る
書
の
幅
員
は
、
上
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
道
の
右
側
長
け
る
喜
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ

る

値

以

上

と

す

る

も

の

と

す

る

。

一

CO829252
ハイライト表示
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区 II 

民

9 8 

分l
l
L
 

普

一

連

け
国

普

一

通

イ

型

普

通

e

l

 

小

型

第

一

↑

第

四

一

普
通
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
に
接
続
す
る
盛
肩
(
第
三
項
本
丈
に
規
定
す
る
堕
一
腐
を
除
く
。
)
又
は
小
型
道
路
の
ト
ン
ネ
ル

の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
(
岡
項
本
文
に
翠
定
す
る
路
肩
を
除
く
。
)
の
幅
員
は
、
第
一
種
第
二
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
一

メ
i
I
ル
ま
で
、
第
一
種
第
三
級
V
ん
は
第
四
級
の
玄
路
に
あ
っ
て
は
0
6
七
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
三
種
(
第
五
級
を
除
く
。
)

の
普
通
遭
踏
に
あ
っ
て
は
O

五
メ
ー
ト
ル
ま
で
帯
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

副
道
に
聾
臆
す
る
路
肩
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
表
第
三
種
の
項
車
道
の
左
醐
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
十
一
糊
畑
中
「
O
E

七
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
O

五
」
と
し
、
第
二
項
た
だ
し
害
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

安
昔
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
奉
行
者
道
を
設
け
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
し
、
又
は
車
道
の
効
用

を
保
つ
た
め
に
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
に
聾
読
す
る
路
肩
を
設
け
ず
、
ー
は
そ
の
幅
員
を
縮
小
す
る
と
と
が
で
き

斗

貿信

極

種

第

三

級

及

ぴ

第

四

級 経

第

道 IiεI i茸 Il萱|道 Ii茸

種|種 i路|路 11努|路 1$1路

車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
(
単
位

リ

メ
ー
ト
ル
)

五

O

七
五

O

七
五

O

五

O

七
五

O

五

O

五

O

五

、
h
i
-
-



る。
刊
第
一
種
又
は
第
二
種
の
道
路
の
車
道
に
接
続
す
る
時
肩
に
は
、
側
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

日
前
項
の
側
帯
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
」
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄

に
掲
げ
る
債
と
、
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は

0
・
二
百
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
に
接
続
す
る

描
肩
に
設
け
る
叩
帯
の
幅
員
は
、
問
表
の
踏
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
し
ζ

が
で
き
る
。

負官 第

区

有霞 種

第 第 第 第 第

凶 = 
分

級 続 経 級 縁

ト

勝

肩

に

設

" る

O " 。 。 引停

七 の
五 五 五

。噴

民

単

位

メ

ト

ル

。
O 

玄 玄

辺
道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
持
者
道
に
接
続
し

て
、
路
端
寄
り
に
路
肩
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
一

日
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
路
上
描
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
堕
一
暦
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
衰
の
車
遣
の

左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
瓦
は
第
六
項
の
表
の
車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
当
註
路
上
施
設

を
設
け
る
の
に
必
要
な
値
を
加
え
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

(

停

車

帯

)

一



第
入
条
第
凹
種
(
第
四
級
を
除
〈
。
)
の
遣
時
に
桂
、
自
動
車
の
停
車
に
よ
り
車
両
の
安
全
か
っ
円
滑
な
通
行
が
妨
げ
ら
れ
な
い

上
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
十
車
道
の
左
端
寄
り
に
停
車
帯
を
設
げ
る
も
の
と
す
る
。

2

停
車
管
の
幅
員
は
、
二
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
百
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
交
通
量
の
、
っ
ち
大
型
の
自
動
車
の
交
通
量

の
古
め
る
割
合
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
下
て
は
、
一

e

五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
e

(
軌
道
離
)

第
九
条
軌
道
敷
の
幅
員
は
、
軌
道
の
単
組
瓦
は
槙
綜
の
別
に
応
じ
、
次
の
ま
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

複 単

主名

線

又
は

復

線

の

別

線 線

批

道

敷

の

帽

員

単

位

メ

ト

ル

六

(
自
転
率
道
)

第
十
条
自
動
車
及
び
自
転
車
の
吏
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
に
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
慨
に
設
け
る
も
の
と

す
る
ロ
た
だ
し
、
地
形
の
状
配
そ
の
他
の
特
別
の
宮
直
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

自
転
車
の
究
通
量
が
多
い
第
一
一
一
種
若
し
く
は
第
町
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者
の
主
連
量
市
多
い
第
一
一
一
種
若
し
く
は
第

四
種
の
道
路
(
前
項
に
劃
定
す
る
道
路
を
除
く
。
)
に
は
、
安
全
か
っ
円
滑
密
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
慨
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
「
こ
の
限
り
で
な
い
。

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
五
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

3 

地
蕗
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む



を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
五
メ
ー
ト
ル
宮
で
輔
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

自
転
車
道
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
融
自
転
車
道
の
幅
員
は
、
政
令
第
十
二
条
の
建
築
限
界
を
勘
案
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

R
J

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

自

転

車

長

行

者

道

)

一

第
十
一
条
自
動
車
の
童
書
多
量
一
一
一
種
又
は
告
書
道
路
(
自
転
車
警
官
る
道
路
を
除
く
G
)

に
は
、
自
転
車
歩
行

者
直
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
曜
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
の
眠
り
で
な
い
。

2

自
転
車
歩
行
者
遣
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
主
連
萱
が
多
い
道
路
に
あ
っ
て
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は

三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
一

3

横
断
歩
道
橋
若
し
く
は
地
下
横
断
歩
道
(
以
王
「
横
断
歩
道
橋
等
」
と
い
う
J

Z
は
路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道

の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
墳
に
規
定
す
る
幅
員
の
植
に
描
断
歩
道
重
守
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
二
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上

屋
を
置
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
ワ
て
は
一
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
也
の
場
合
に
あ
っ
て
は

O

五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同
墳
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
訓
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
眠
り
で
な
い
。

自
転
車
豊
作
者
置
の
幅
員
は
、
当
詰
道
路
の
自
転
車
丑
び
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

歩

道

)

一

4 



第
十
二
条
第
四
種
(
第
四
級
を
除
〈
。
)
の
遭
路
一
(
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
)
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第

三
種
(
第
五
級
を
除
く
よ
の
道
路
(
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
)
又
は
自
転
車
道
を
設
け
る
第
三
種
若
し
く
は

第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
最
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
且
で
な
い

0

2

第
三
種
又
は
第
凹
種
第
四
級
の
道
路
(
自
転
車
歩
行
者
追
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
〈
ロ
)
に
は
、
安

金
か
つ
円
滑
な
一
主
通
一
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
道
を
置
け
る
も
の
と
す
る
c

た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
憧
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
最
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
阻
り
で
な
い
。

3

歩
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
受
適
量
が
多
い
道
路
に
あ
っ
て
は
三
台
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
ニ
メ
1

ト
ル
以
上
E
す

る

も

の

と

す

る

ロ

一

4

横
断
歩
道
橋
等
又
は
路
上
抽
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
幅
員
の
殖
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ

l
?
ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
註
け
る
場
合
ぶ
あ
ヨ
て
は
一
メ
1
}
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は

O

五
メ
ー
ト
ル
を
加

え
て
同
項
の
量
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
帯
の
状

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

0

5

歩
道
の
幅
員
は
、
当
診
道
路
の
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
津
波
避
難
跨
に
係
る
歩
道
の
特
例
)
一

第
十
一
ニ
条
津
誼
避
難
路
に
係
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
香
中
「
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
道
路
の
一
方
の
側
に
設
け
る
こ
と
を
も
っ
工
足
り
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
に
は
、
安
全
か
っ
円
滑
な
交
通



を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
一
と
あ
る
の
は
「
に
は
」
と
、
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
白
状
況
そ
の
他
の

特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
と
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
コ
一

メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
三
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

(
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
)

第
十
罪
者
自
転
車
著
者
道
、
自
転
車
歩
宮
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
車
に
は
、
横
断
歩
道
、
乗
合
自
動
車
停
車

所
等
に
係
る
歩
行
者
の
滞
留
に
よ
り
歩
行
者
又
は
官
転
車
の
安
全
か
っ
円
滑
な
通
行
が
前
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
場
合
仁
お
い
て
は
、
主
と
し
て
歩
行
者
の
措
羽
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
積
雪
地
域
に
存
す
る
遭
踏
の
中
央
帯
等
の
幅
員
一

第
十
五
条
積
雪
地
域
に
存
す
る
道
路
の
中
央
帯
、
曹
、
自
転
車
歩
行
者
直
及
び
歩
道
の
幅
員
は
、
除
雪
を
勘
案
し
て
定
め
る
も

の

と

す

る

ロ

一

(
植
樹
帯
)

第
十
六
条
第
四
種
第
一
級
及
び
第
二
級
の
車
時
に
は
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
は
、
必
要
に
届
じ
、
植

樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
夜
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
お
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

阻

り

で

な

い

。

一

2

植
樹
帯
の
幅
員
は
、
一
五
メ
ー
ト
ル
を
標
準
一
と
す
る
も
の
と
す
る
。

3

次
に
掲
げ
る
道
路
の
区
聞
に
設
け
る
植
樹
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
構
造
及
び
究
通
の
状
況
、
沿
遣
の
土
地
利
用
の
状
況
並

び
に
良
野
な
遭
路
交
通
環
境
の
整
備
苦
情
道
に

V
け
る
且
好
な
生
活
環
壇
の
確
保
の
た
め
講
じ
ら
れ
る
他
の
措
置
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
制
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
情
に
応
じ
、
同
項
の
規
定
に
よ



旦
若
ら
れ
る
べ
き
値
を
超
え
る
適
切
な
憧
と
み
し
る
も
の
と
す
る
。

一
都
心
部
瓦
は
景
勝
地
を
通
過
す
る
幹
線
道
監
の
区
間

ニ
相
当
教
の
住
居
が
集
合
し
、
又
は
集
合
す
る
一
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
を
通
過
す
る
幹
線
道
路
白
区
間

4

植
樹
帝
の
植
栽
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
特
性
等
を
老
畠
し
て
、
樹
種
の
選
定
、
樹
木
の
配
置
等
を
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

(
註
計
速
度
)

第
十
七
条
道
路
(
副
置
を
除
く
。
)
の
設
計
速
度
は
、
道
路
の
区
卦
に
応
じ
、
次
の
表
の
設
計
速
度
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と

す
る
。
た
だ
し
、
地
帯
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
ー
同
衰
の
設
計
速
度
の
欄
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

)

-

第 第 費官

区

種 種 種

第 脅実 第 第 第 第 負事 第

四 四
分
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そ
の
他
の
地
域

。

第
四
種

六

(
幽
離
部
の
車
線
等
の
拡
鵬
)

第
二
十
一
条
車
道
の
曲
融
部
に
お
い
て
は
、
設
計
車
両
及
び
当
諒
曲
輯
部
の
曲
輯
半
在
に
応
じ
、
車
髄
(
車
組
を
有
し
な
い
道
路

に
あ
っ
て
は
、
車
道
)
を
適
切
に
拡
幅
す
る
も
の
と
す
る
q

た
だ
し
、
第
二
種
亙
び
第
四
種
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
緩
和
厄
間
)

第
二
十
三
条
車
道
の
屈
胸
部
に
は
、
緩
和
区
聞
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
置
の
道
路
の
車
道
の
屈
曲
部
に
あ
っ
て

は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
眠
り
で
な
い
D

2

車
道
の
幽
離
部
に
お
い
て
片
勾
配
を
付
L
、
又
は
拡
幅
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
緩
和
区
聞
に
お
い
て
す
り
つ
け
を
す
る
も

の
と
す
る
。

3

緩
和
区
間
の
長
さ
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度

t
応
じ
、
次
の
衰
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
(
前
項
の
調
定
に
よ
る
す
り
つ
け
に
必

要
な
長
さ
が
同
欄
に
掲
げ
る
憶
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
す
り
つ
け
に
必
要
な
長
さ
)
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

設計速度

位単

時間に

9 

キき

ロ
メ

ト
~ 

八0 O O 

緩

和

区

関

の

長

き

単

位

メ

ト

ル

七。八
五
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行
う
の
に
十
分
な
見
通
し
の
確
保
さ
れ
た
区
間
を
置
け
る
も
の
と
す
る
。

(
縦
断
勾
配
)

第
二
十
四
条
車
道
の
縦
断
勾
配
は
、
道
路
の
区
分
及
ぴ
道
路
の
設
計
速
度
に
応
巳
、
次
の
表
の
縦
断
勾
配
の
欄
の
よ
欄
に
掲
げ
る

檀
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表

の
縦
断
勾
配
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鋼需第

種種
区

第

種
友

ぴ

普

通

道
分

跨

Pメきキ 設f遮度計十ー

ルトl~単位

時開仁
六 八 。

四0 
五

大0 
人 O 
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縦

断

勾

配

人 七 凶 九 人 七 六 五 四 単
位
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シ

ト
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華
麗
寧
粧
の
幅
員
は
、

(
縦
断
曲
組
)

第
二
十
六
条
車
道
の
縦
断
勾
配
が
車
移
す
る
箇
需
に
は
、
縦
断
曲
線
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

2

縦
断
曲
線
の
半
径
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
及
び
当
詰
縦
断
曲
線
の
曲
組
形
に
応
巳
、
次
の
表
の
縦
断
曲
線
の
半
在
の
欄
に

掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
計
連
度
が
一
時
間
に
つ
え
ネ
ハ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
第
四
種
第
一
級
の
道

路
仁
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
配
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
凸
形
縦
断
曲
維
の
半
径
を
千

メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
。

設計速度

単位

つ

キき

ロ
メ

ト
ル
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第
二
十
七
条
率
道
、
中
央
帯
(
卦
離
帯
を
除
く
。
)
寸
寧
過
に
接
続
す
る
路
一
一
屑
、
自
転
車
道
等
及
び
歩
道
は
、
舗
装
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
交
通
量
が
極
め
て
少
な
い
等
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
は
、
そ
の
設
計
に
用
い
る
自
動
車
の
輪
荷
重
の
基
準
を
四
十
九
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
し
、
計
画
交
通
量
、

自
動
車
の
重
量
、
時
底
の
状
盟
、
気
象
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
自
動
車
の
安
全
か
っ
円
滑
な
主
通
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
主
適
量
が
少
な
い
場
合
そ
の
他
の

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

0

3

第
四
種
の
道
路
(
十
ン
ネ
ル
を
除
く
。
)
の
舗
装
は
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
、
沿
道
の
土
地
利
用
及
ぴ
自
動
車
の
交
通
の

状
況
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
雨
水
を
道
路
の
路
面
下
に
円
滑
に
寵
還
さ
せ
、
か
っ
、
道
路
交
通
騒
音
の
発

生
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
構
造
、
気
象
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
叩
限
り
で
な
い
。

(
横
断
勾
配
)

第
二
十
八
条
車
道
、
中
央
帝
(
骨
離
帯
を
除
く
。
)
及
び
車
道
に
聾
続
す
る
路
肩
に
は
、
片
勾
配
を
付
す
る
場
合
を
除
き
、
路
面

の
種
類
に
応
じ
、
次
の
衰
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
標
準
と
し
て
横
断
勾
配
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
前条第の

他

項規定すにる 路

函

の

種

類

有険

断

勾

配

単

位

" 
セ

ン

ト

五

以上 以上

五
以 以
下 下

2 

歩
道
又
は
自
転
車
道
等
に
は
、
ニ
パ

I
セ
ン
T
を
標
準
と
し
て
横
断
勾
配
を
廿
す
る
も
の
と
す
る
。



1
1
l
u
l
l
-

前
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
構
造
の
舗
装
道
に
あ
っ
て
は
、
気
象
状
田
等
を
勘
案
し
て
路
面
の
排
水
に
支
障
が
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
横
断
勾
配
を
付
さ
ず
、
又
は
縮
小
す
お
こ
と
が
で
き
る
。

(
合
成
勾
酷
)

第
二
十
九
条
合
成
勾
配
は
、
当
講
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
憧
以
下

E
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
車
の
状
況
そ
の
他
の
特
別

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
十
二
，
五
パ

1
セ
ン
}
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

設計速度

E 

時間に

つ

キき

ロ
メ

ト
) ル
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設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
平
面
交
差
又
は
接
続
)

第
三
十
一
条
道
路
は
、
駅
前
広
場
等
特
別
の
箇
前
を
除
き
、
同
一
箇
所
に
お
い
て
同
-
平
面
で
五
以
上
究
会
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

0

2

道
路
が
同
一
平
面
で
交
差
し
、
又
は
接
続
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
聾
に
応
じ
、
屈
折
率
組
、
車
速
車
線
若
し
く
は
交
通
島

を
設
け
、
又
は
陶
角
部
を
切
り
取
り
、
か
っ
、
適
当
な
見
通
し
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

3

屈
折
車
操
又
は
車
速
車
線
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
当
詰
部
分
の
車
組
(
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
)
の
幅
員
は
、

第
四
種
第
一
般
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
四
種
第
二
組
又
は
第
三
級
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
二
七
五

メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
四
重
の
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
二
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

屈
折
車
親
及
び
変
連
車
線
の
幅
員
は
、
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
一
一
一
メ
ー
ト
ル
、
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
二
五
メ
ー
ト
ル
を
標

準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

5

屈
折
車
操
又
は
変
速
車
線
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
設
計
連
度
に
応
じ
、
適
切
に
す
り
つ
け
を
す
る
も
の
と

す
る
。

(
立
体
交
差
)

第
三
十
二
条
牽
組
(
畳
長
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
輸
相
を
除
〈
O

)

町
教
が
回
以
上
で
あ
る
普
通
道
路
が
相
互
に
交
差
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
交
差
の
方
式
は
、
立
体
交
差
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
白
状
況
に
よ
り
不
適
当
な
と
き
又

は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

率
繰
(
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
よ
の
教
が
回
以
上
で
あ
る
小
型
直
路
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
及
び
普
通
道
路
と

小
型
遭
路
が
交
差
す
る
場
合
仁
お
い
て
は
、
当
詰
交
差
の
方
式
は
、
立
体
交
差
し
と
す
る
も
の
と
す
る
。



道
路
を
立
体
交
差
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
交
差
す
る
道
路
を
相
互
に
連
結
す
る
道
路

と
い
う
。
)
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

4

連
結
路
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま

で
、
第
ニ
十
六
条
且
び
第
二
十
九
条
並
び
に
政
令
第
十
二
条
の
相
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(
鉄
道
等
と
の
平
面
交
差
)

第
三
十
三
条
道
路
が
鉄
道
又
は
軌
道
法
(
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
)
に
よ
る
新
設
軌
道
(
以
下
「
鉄
道
等
」
と
い
う
よ
と

同
一
平
面
で
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
差
す
る
遭
路
は
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一
主
蓋
角
は
、
四
十
五
度
且
上
と
す
る
と
と
。

二
踏
切
置
。
両
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
は
、
踏
切
道
を
含
め
て
直
縄
と

L
、
そ
の
匡
聞
の
車
道
の
縦
断

勾
配
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
交
通
量
が
極
め
て
少
な
い
箇
所
又
は
地
形
の
状
況
そ

の
他
の
特
別
町
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
を
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
と
の
限
り
で
な
い
。

三
見
通
し
区
間
の
長
さ
(
線
路
の
最
踊
端
軌
道
の
中
心
離
と
車
道
の
中
心
瀧
と
の
主
点
か
ら
、
軌
道
の
外
方
車
道
の
中
心
組
上

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
仁
お
け
る
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
い
て
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
軌
道
の
中
心
線
上
当
語
交
点
か
ら

の
長
き
を
い
う
。
)
は
、
踏
切
遭
に
お
け
る
鉄
道
等
の
草
両
の
最
高
速
度
に
応
じ
、
次
の
衰
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
踏
切
遮
断
機
そ
の
他
の
保
安
設
備
が
設
置
き
れ
る
箇
所
又
は
自
動
車
の
交
通
量
及
び
鉄
道
等
の
運
転
回
数
が

極
め
て
少
な
い
箇
訴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
以
下

「
連
結
路
」

3 

ロ 踏

メ切
1遊
トに
ルお
)け

る
鉄

事
の
車
W 
の
最
高

速
度

単

位

見

通

し

区

聞

の

憂

き

(

単

位

メ

ー

ト

ル

)
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第
三
十
六
条
第
四
撞
第
四
組
の
道
路
又
は
主
と
し
て
近
隣
に
居
住
す
る
者
の
利
用
に
棋
す
る
第
一
一
一
種
第
五
級
の
道
路
に
は
、
自
動

車
を
摘
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
及
び
こ
れ
仁
接
続
す

る
路
肩
の
路
面
に
凸
部
を
設
置
し
、
又
は
車
道
に
挟
窄
部
品
若
し
く
は
屈
曲
部
を
置
け
る
も
の
と
す
る
。

(
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
設
け
る
吏
通
島
)

第
三
十
七
条
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
遭
瓦
は
歩
道
に
接
続
し
な
い
乗
合
自
動
車
の
停
留
請
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
主
連
島
を

設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
自
動
車
駐
車
場
等
)

第
三
十
人
条
安
全
か
ワ
円
滑
な
交
通
を
確
保
し
、
主
は
公
衆
の
利
便
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
動
車
駐

車
場
、
自
転
車
駐
車
場
、
乗
合
自
動
車
停
車
所
、
非
常
駐
車
帯
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
調
則
で
定
め
る
も
の
を
設
け
る

も
の
と
す
る
。

(
防
雪
雄
語
そ
の
他
の
防
護
施
設
)

第
三
十
九
条
な
だ
れ
、
飛
雪
工
は
積
雪
に
よ
り
ま
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
は
、
雪
覆
工
、
斑
雪
講
、
融
雪
施

設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
帯
石
、
崩
壊
、
波
浪
等
に
よ
り
吏
通
に
支
障
を
及
ほ
し
、
又
は
道
路
の
構
造
に
損
傷
を

与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
仁
は
、
柵
、
擁
壁
そ
の
他
の
適
当
な
防
護
施
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(
ト
ン
ネ
ル
)

第
四
士
条
ト
ン
ネ
ル
に
は
、
安
全
か
っ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
計
画
主
通

量
及
び
ト
ン
ネ
ル
の
長
さ
に
応
じ
、
適
当
な
換
気
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。



ト
ン
ネ
ル
に
は
、
安
全
か
っ
円
滑
な
突
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
設
計
連
度
等
を
勘

案
し
て
、
適
当
な
照
明
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

3

ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
率
岡
の
火
見
そ
の
弛
の
事
故
に
よ
り
交
通
に
危
険
を

E
ほ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
、
通
報
施
設
、
警
報
施
設
、
消
火
施
語
そ
の
個
の
非
常
用
施
設
を
置
け
る
も
の
と
す
る
臼

(
橋
、
高
架
の
道
路
等
)

第
四
十
一
条
橋
、
寓
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
遭
路
は
、
鋼
構
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
工
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(
附
帯
工
事
等
の
特
例
)

第
四
十
二
条
道
路
仁
閲
す
る
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
し
、
又
は
道
路
に
閲
す
る
工
事
以
外

の
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
(
第
七
条
、

第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
人
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
王
条
及
び
第
三
十
九
条
を
除
く
。
)
並
び
に
政
令
第
四
条
、
政
令

第
十
二
条
及
び
政
令
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
凹
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
ロ

(
区
分
が
霊
史
き
れ
る
道
路
の
特
例
)

第
四
十
三
条
県
道
の

F威
を
車
一
更
し
、
当
該
壷
更
に
係
る
部
分
を
市
町
村
置
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
設
県
道
を

当
該
市
町
村
道
と
す
る
こ
と
に
よ
り
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
蛮
蚕
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
第
四
条
、

第
五
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
入
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
、

第
八
条
第
一
耳
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
夏
、
第

2 



二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第

三
項
、
第
三
十
四
条
並
ぴ
に
第
三
十
六
条
並
び
に
政
令
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
政
令
第
四
条
並
び
に
政
令
第
十
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
吾
輩
更
誌
の
区
分
を
当
該
県
道
の
区
分
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
阿
条
中
「
第
三
種
第
五

級
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
小
区
間
改
革
の
場
合
の
特
例
)

第
四
十
四
条
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
直
聞
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
(
次
項
に
姐
走
す
る
改

築
を
持
、
つ
場
合
を
除
〈
。
)
に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
区
間
の
道
路
の
構
造
が
、
第
四
条
、
第
五
条
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
-
条
第
三
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
、

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
一
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
=
十
七
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
調
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
の
交
通
の
安
全
の
慌
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を

fqつ
場
台
に
お
い
て
、
当
該

道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第
四
帯
、
第
宜
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
入
条
、
第
九
条
、
第
十

条
第
三
項
、
第
十
一
来
事
二
項
及
ぴ
第
三
一
項
、
第
十
二
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
、
第
二
十
三
条

第
一
項
、
第
二
十
E
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
、
次
条
第
一
項
瓦
ぴ
第
二
項
並
び
に
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
E
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

ιよ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
と
と
が
で

品
。
ヲ
勾
。

(
自
転
車
専
用
道
路
丑
ぴ
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
)



3 第
四
十
五
条
自
転
車
専
用
道
路
の
幅
員
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
自
転
車
圭
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
二
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

自
転
車
専
用
道
路
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
、
当
該
道
路
の
部
分
と
し
て
、
幅
員
O

五
メ
ー
ト
ル

以
上
の
側
方
余
裕
を
確
保
す
る
た
め
の
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
ロ

3

自
転
車
専
用
遭
路
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
遺
路
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
転
車
専
用
道
路
工
は
自

転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
政
令
第
三
十
九
条
第
四
項
に
調
定
す
る
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
走
め
る
も
の
と
す
る
。

4

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
親
器
、
勾
配
そ
の
他
の
構
造
は
、
自
転
車
及
び
歩
行
者
が
安
全
か
っ
円
滑

に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
革
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定

(
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
を
除
〈
。
)
並
び
に
政
令
第
四
条
、
政
令
第
↓
二
条
丑
ぴ
政
令
第
三
十
五

条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(
歩
行
者
専
用
道
路
)

第
四
十
六
条
歩
行
者
専
用
道
路
の
帽
員
は
、
当
該
道
路
自
存
す
る
地
域
及
び
歩
有
者
の
空
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
二
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
も
の
ど
す
る
。

2

歩
行
者
専
用
道
路
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
仁
お
い
て
は
、
当
譲
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
政
令
第
四
十
条
第
三
項
に

規
定
す
る
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
σ

歩
行
者
専
用
道
路
の
線
形
、
勾
配
そ
の
惜
の
構
造
は
、
歩
行
者
が
安
全
か
っ
円
滑
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ



ば
な
ら
な
い

0

4

歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項

並
び
に
政
令
第
四
条
、
政
令
第
十
二
条
及
ぴ
政
令
第
三
十
五
条
輩
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
現
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(
道
路
標
識
)

第
四
十
七
条
法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
坦
定
す
る
県
遭
に
設
け
る
道
路
標
識
の
う
ち
内
閣
府
令
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

の
寸
法
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
L
、
又
は
空
通
の
安
全
と
円
滑
を
圃
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
タ
」
則
で
定
め
る
。

附

則

(
施
行
期
日
)

l

こ
の
条
冊
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
長
す
る
。

(
経
遇
措
置
)

2

こ
の
条
冊
の
施
行
の
際
現
に
新
設
又
は
改
革
の
工
事
申
の
置
時
に
つ
い
て
は
、

場
合
に
お
い
て
は
、
当
最
部
分
に
対
し
て
は
、
当
該
盟
主
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
条
例
の
規
定
に
適
合
し
な
い
部
舟
が
あ
る


